
プロポーザル説明書 

１ プロポーザルの目的 

札幌市都市局建築部が発注する工事に係る設計業務を委託する者（以下「設計者」という。）の選定にあた

り、技術提案者の創造性、技術力、経験などを適正に審査の上、その業務の内容に最も適した設計者を選定す

ることを目的とします。 

２ 業務概要 

⑴ 業務名  （仮称）厚別南・青葉地区義務教育学校新築ほか工事に係る建築設計 

（（仮称）厚別南・青葉地区義務教育学校新築ほか工事基本・実施設計） 

⑵ 業務概要 別紙「業務概要」による。 

３ 参加資格 

⑴ 参加者に求められる資格要件 

次に掲げる資格及び条件の全てを満たしている者であること。 

ア 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。 

イ 参加表明書の提出までに令和３・４年度札幌市競争入札参加資格者名簿に大分類「建設関連サービス

業」中分類「建築設計・監理業」等級「Ａ」の名簿区分で登録されていること。 

ウ 札幌市競争入札参加停止等措置要領（平成14 年４月 26 日財政局理事決裁）に基づく参加停止の措置

を受けている期間中でないこと。 

エ 会社更生法による更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法による再生手続開始の申立

てがなされている者等経営状態が著しく不健全な者でないこと。 

オ 建築士法（昭和25 年法律第202 号）第23 条の規定に基づく一級建築士事務所登録を行っており、本

社、本店が札幌市内にあること。 

カ ２階建て以上で延べ面積が1,000 ㎡以上の平成31 年国土交通省告示第98 号別添二第七号（幼稚園を

除く。）又は第八号の用途に供する建築物の新築、増築（当該増築に係る部分に限る。）、改築のいず

れかに係る実施設計業務（平成25年４月１日以降に業務が完了し、引渡しが済んでいるものに限る。共

同企業体により履行した業務を含む。）において、元請としての履行実績を有すること。 

キ ２階建て以上で延べ面積が 1,000 ㎡以上の建築物の新築、増築（当該増築に係る部分に限る。）、改

築のいずれかに係る実施設計業務（建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく届出を行

った、又は同法による適合判定を受けたもので、平成30年４月１日以降に業務が完了し、引渡しが済ん

でいるものに限る。共同企業体により履行した業務を含む。）において、元請としての履行実績を有す

ること。 

なお、カ と キ においては、同一の実施設計業務による履行実績も可とする。 

ク ⑵に掲げる業務従事者を配置できること。 



 

 

 

⑵ 業務従事者の資格等 

ア 建築設計 

・ 総括責任者・主任技術者は、建築士法に規定する一級建築士の資格を有していること。 

・ 総括責任者とは、常に業務の進捗を把握し総括する役割を担い、「札幌市委託業務契約約款（建築設

計）」における主任設計者にあたる者とすること。 

・ 主任技術者とは、総括責任者の下で主に意匠業務全般を担う者とすること。 

イ 総括責任者と主任技術者は、参加表明する所属組織と３ヶ月以上の恒常的な雇用関係があること。 

ウ 総括責任者と主任技術者は、兼任しないこと。 

 

⑶ 重複してプロポーザルに参加する場合 

参加及び審査については別紙「公示文」の「３ 重複してプロポーザルに参加する場合について」を参照し

てください。 

 

４ 手続等 

⑴ 担当部局・提出先 

札幌市都市局建築部建築保全課 

〒060-8611 札幌市中央区北１条西２丁目 

電 話： 011（211）2816  ＦＡＸ： 011（218）5142 

e-mail：kenchiku.kikaku@city.sapporo.jp 

（e-mailについては、質問書及び評価内容等に関する質問書の提出のみ受付） 

 

⑵ 事務等取扱い日時 

土、日、祝日を除く午前８時45分から午後５時15分までとします。 

 

⑶ 全体日程 

ア 質問書の提出期限    令和５年１月１７日（火） 

イ 質問書に対する回答    令和５年１月２４日（火）発送予定 

ウ 参加表明書・技術提案書の提出期限  令和５年２月 ７日（火） 

エ 選定委員会開催日    令和５年３月１３日（月） 

オ 設計者の選定等通知    令和５年３月１４日（火）発送予定 

カ 評価内容等に関する質問書の提出期限  令和５年３月２２日（水） 

キ 評価内容等に関する質問書に対する回答  令和５年３月２９日（水）発送予定 

※ ヒアリングは実施しません。 

 



 

 

⑷ 質問及び回答 

・ 質問は提出期限までに質問書（様式１）を提出先に持参してください。なお、郵送、FAX及び電子メー

ルによる提出（提出期限必着）も可能としますが、その場合は、提出前に電話により提出先に確認してく

ださい。 

・ 口頭による質問は受け付けておりません。 

・ 質問書には複数記載することも、質問書を複数枚提出することも支障ありません。 

・ 質問に対する回答は、質問書の提出者に文書により回答の上、ホームページ上に掲載し、プロポーザル

説明書の追加又は修正として取り扱います。 

 

⑸ 参加表明書・技術提案書の提出等 

・ プロポーザル方式による設計者選定に参加しようとする者は、参加表明書（様式２）及び技術提案書

（様式３）各１部を、提出期限までに提出先に持参又は郵送等（書留郵便等配達状況を確認できるものに

限る。）により提出してください。FAX、電子メールでの提出は受け付けておりません。 

・ 技術提案書は、別紙「技術提案書作成要領」に基づき作成してください。 

・ 提案項目は「５ 提案内容について」のとおりです。 

・ 提出された参加表明書及び技術提案書は返却しません。 

 

⑹ 設計者の選定等通知 

・ 審査の結果は、技術提案書を提出した者全員に文書により通知します。また、選定結果及び全ての技術

提案者名は、審査終了後ホームページにて公表します。 

・ 設計者の選定の通知後、評価に関する質問がある場合は、提出期限までに評価内容等に関する質問書

（様式４）を提出先に持参してください。なお、郵送、FAX及び電子メールによる提出（提出期限必着）

も可能としますが、その場合は、提出前に電話により提出先に確認してください。 

・ 口頭による質問は受け付けておりません。 

・ 質問に対する回答は、質問書の提出者に文書により回答します。 

 

５ 提案内容について 

（仮称）厚別南・青葉地区義務教育学校新築ほか工事に係る建築設計のプロポーザルにおいて、求める提

案項目は次のとおりです。 

求める提案項目 

⑴ ９年間を通した児童生徒の学びのつながりや学年を超えた交流を可能とする、既存校舎との一体的

なプランニングについて 

⑵ 増築部分をZEB Ready相当の建築物とするために有効な建築計画について 

⑶ 既存校舎で学習する児童生徒にも配慮した効率的な工事の進め方について 

⑷ その他、重要と考える事項とその対応策について 



 

 

６ 審査及び設計者の選定について 

審査は、都市局建築部に設置される「建築部プロポーザル選定委員会」（以下「選定委員会」という。）

において行います。審査は非公開とします。 

なお、審査結果の通知については、４ ⑹ 設計者の選定等通知をご参照ください。 

⑴ 選定委員会の構成（５名） 

委員長： 小島 孝仁  （都市局 建築部長） 

委 員： 岩澤 浩一  （北海道科学大学 准教授） 

委 員： 田縁 明弘  （都市局建築部 設備担当部長） 

委 員： 池田 秀利  （教育委員会生涯学習部 学校施設担当部長） 

委 員： 笹森 長武  （都市局建築部建築工事課 工事担当課長） 

 

⑵ 審査 

・ 技術提案書を所定の期日までに提出した者を対象に、提出された技術提案書を評価基準に基づいて

審査し、各委員が１位と評価した数が最も多い技術提案者を設計者として選定します。ただし、１位

と評価した数が同数であった場合は、１位の者の内、各委員の合計点が高い技術提案者を設計者とし

て選定します。 

・ 選定した設計者を除いて再度、上記の方法で順位づけし、基準点を超える者を５位まで選定します。 

・ 技術提案書を提出した者が１者だった場合は、提出された技術提案書の評価が基準点を超える場合、

技術提案者を設計者として選定します。 

 

⑶ 評価基準 

技術提案書による評価 

ア 業務の実施体制（別紙「実施体制評価基準」）【 10 点】 

イ 業務の実施方針【 10 点】 

ウ 提案内容【 100 点】 

ア～ウの合計120点を満点として採点します。 

※ 文章と整合性のないイメージ図等の表現は減点の対象となる場合があります。 

 

７ 技術提案書の取扱い 

・ 原則、提出後の技術提案書の訂正、追加及び再提出は認めませんが、事務局から追加資料を求める場合が

あります。 

・ 技術提案書の著作権はそれぞれの設計事務所に帰属します。 

・ 提出された技術提案書は非公開とします。 

・ 設計者の選定を行う作業に必要な範囲において、複製を作成します。 

 

 



 

 

８ 業務委託について 

・ 基本・実施設計業務は令和５・６年度（2023・2024 年度）に実施予定であり、予算及び事業計画の修正等

により、業務の委託が不可能になった場合などには、実施しない場合があります。 

・ 選定された設計者に対しては、原則として当該業務の設計を委託するものとします（委託業務に係る契約

手続きは財政局管財部で実施）。 

・ 設計者の選定から契約までの間に札幌市競争入札参加停止等措置要領（平成 14 年４月 26 日財政局理事決

裁）に基づく参加停止措置を受けた場合、又は会社更生法による更生手続開始又は民事再生法による再生手

続開始の申立てがなされた等、経営状態が著しく不健全であると認められる場合は契約を行わないことがあ

ります。 

・ 選定された設計者と契約が成立しない場合は、設計者選定後に５位まで再選定した者のうち、最上位の者

から契約の交渉を行うものとします。 

・ 受託者は、技術提案書により提案された履行体制により当該業務を履行するものとします。 

・ 受託者は、契約後の設計業務において、技術提案書の提案内容に拘束されません。 

 

９ その他 

⑴ 言語・通貨 

手続において使用する言語は日本語、通貨は日本円とします。 

 

⑵ 失格要件となる場合 

以下の条件のいずれかに該当する場合には、選定委員会において審査の上、失格となることがあります。 

・ 技術提案書に虚偽の記載がある場合 

・ 選定中に、技術提案書に記載された業務従事者が担当できないことが明らかになった場合 

・ 選定後に、技術提案書に記載された業務従事者が極めて特別な場合（死亡、入院等）を除き担当でき

ないことが明らかになった場合 

・ 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 

・ 選定中に札幌市競争入札参加停止等措置要領（平成14年４月26日財政局理事決裁）に基づく参加停

止措置を受けた場合、又は会社更生法による更生手続開始又は民事再生法による再生手続開始の申立て

がなされた等、経営状態が著しく不健全であると認められる場合 

・ その他、選定委員会において不適切と認められた場合 

 

⑶ 受注資格の喪失 

当該業務を受託した設計者（協力を受ける他の建設コンサルタントを含む）等が製造業及び建設業と資

本・人事面等において関連があると認められる場合、当該関連を有する製造業及び建設業の企業は、当該業

務に係る工事の入札に参加し又は本件工事を請け負うことはできません。 

 

 



 

 

⑷ その他 

・ 本プロポーザル方式による設計者選定に係る提出書類の作成及び提出に係る費用については、参加者の

負担とします。 

・ 提出書類に虚偽の記載をした場合は、失格にするとともに、虚偽の記載をした者に対して本市が行う入

札への参加停止を行うことがあります。 

・ 発注者から受領した資料は、発注者の了解なく公表、使用することはできません。 

・ 原則として、プロポーザルを理由とした職員等に対するヒアリング、写真撮影が許されない場所での写

真撮影及び通常の利用において立ち入ることが想定されない場所への立入り等は禁止します。 

 

10 参考資料 

以下の参考資料を、⑴及び⑵については札幌市都市局建築部のホームページにて公開し、⑶から⑸について

は令和５年２月７日（火）まで４ ⑴ 担当部局の窓口で配布します。なお、新型コロナウイルス感染拡大防止

のため、郵送等による配布も行いますので、郵送等をご希望の方は事前にご連絡ください。 

⑴ （仮称）厚別南・青葉地区義務教育学校新築等基本計画 

⑵ （仮称）厚別南・青葉地区義務教育学校新築に係る設計与条件について（参考資料） 

⑶ 既存施設の配置図 

⑷ 既存施設の平面図 

⑸ 近隣の地質調査データ 



 

業 務 概 要 

 

１ 業務名 

（仮称）厚別南・青葉地区義務教育学校新築ほか工事に係る建築設計 

（（仮称）厚別南・青葉地区義務教育学校新築ほか工事基本・実施設計） 

 

２ 背景等 

新札幌わかば小学校は、上野幌小学校と青葉小学校を母体校とし、昭和53年に建設した上野

幌小学校校舎を令和元年に大規模改修し、翌年の令和２年に開校した。 

青葉中学校は信濃中学校ともみじ台中学校を母体校とし、昭和57年に開校した。現在の校舎

棟は昭和56年に建設しており、築40年以上経過し、施設の老朽化が進んでいる。 

両校は校区がほぼ一致していることや、青葉中学校の校舎の老朽化が進んでいることから、

青葉中学校を新札幌わかば小学校の敷地に移転し、札幌市の小中一貫した教育の更なる推進の

ため、義務教育学校として小中学校を一体的に整備し、児童会館を併設するものとする。 

本業務は令和７年度の工事着手に向け、基本・実施設計及び既存施設の改修・解体設計を行

うものである。 

 

３ 計画地の概要 

⑴ 所在地 （校舎等敷地）  札幌市厚別区厚別南７丁目９番１号 

（グラウンド敷地）札幌市厚別区青葉町 10 丁目１番１号 

⑵ 敷地面積（校舎等敷地）  15,262 ㎡ 

（グラウンド敷地）17,510 ㎡ 

⑶ 地域地区等 

用途地域 第１種低層住居専用地域（建蔽率 50％、容積率 80％） 

防火地域 指定なし 

日影規制 ２時間・３時間 

高度地区 北側斜線高度地区 

その他 
戸建住環境保全地区、宅地造成工事規制区域、札幌市景観計画区

域、埋蔵文化財の包蔵地隣接地 

⑷ 都市設備    上水道、公共下水道、都市ガス 

 

４ 建築計画 

⑴ 計画規模の概要 

・ 校舎棟(増築分) 

延べ面積 約 3,200 ㎡（うち給食室約370㎡、児童会館約450㎡※） 

※天井高６ｍ以上の軽運動可能な多目的ホール150㎡を含む。 

・ 屋内運動場棟(増築分) 

延べ面積 約 1,300 ㎡（うち体育館開放用施設 100 ㎡） 

※昭和 53年建設（令和元年に大規模改修実施）の小学校校舎棟及び屋内運動場棟は、既



 

存の施設を活用し、増築や既存施設の内部改修により、必要な施設や設備を整備する。 

※ 仮設校舎は使用しない計画とする。 

※ 既存校舎４階は厚別南地区センターとなっており、本工事の改修範囲外。 

※ 本プロポーザルにおいては、プール施設は解体を行う計画とする。（再整備無し） 

※ 計画地は戸建住環境保全地区にあり、学校用途の容積率は 60％だが、本プロポーザル

においては、校舎等敷地の容積率を 80％として計画する。 

 

⑵ 概算事業費（予定） 

・ 約 28.5 億円（校舎等建設／既存校舎内部改修／解体／グラウンド造成） 

※ 基本・実施設計業務に係る事業費：建築 約 5,000 万円、設備 約 2,300 万円 

 

⑶ 想定スケジュール 

・ 令和５年度（2023 年度）～ 基本・実施設計 

・ 令和７年度（2025 年度）～ 工事 

 

５ 設計の進め方 

・ 「（仮称）厚別南・青葉地区義務教育学校新築等基本計画」及び「（仮称）厚別南・青葉

地区義務教育学校新築に係る設計与条件について（参考資料）」に基づき設計を進めるもの

とする。 

・ 配置、平面計画については、複数案を比較し検討を進めるものとする。 

・ 札幌市、児童生徒、PTA、教職員及び地域住民の意見を踏まえ、協議・調整を行いながら設

計を進めるものとする。 

・ なお、本プロポーザルにおいて増築部分を ZEB Ready 相当の建築物とするために有効な建

築計画についての提案を求めているが、実際の設計業務においては基本設計時に札幌市と

ZEB 化に向けた検討を行い、その可能性に応じて設計を進めるものとする。 

 

６ 留意事項 

業務内容及び特記事項等については設計業務委託仕様書によるものとする。 



 

実施体制評価基準 

 

分類 評価項目 評価区分 配点 MAX 

１ 

⑴ 

事
務
所
の
類
似
実
績 

(a)参加基準

実績 

・(a)参加基準実績 

「プロポーザル説明書３ ⑴ カ及びキ」に該当する

実績を記載し、契約書及び施設の用途、階数、延べ面

積並びに業務種別(建築設計)を確認できる書類の写し

を添付 

また、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する

法律に基づく届出を行った、または同法による適合判

定を受けたことが分かる書類の写しも併せて添付 

「プロポーザル説明

書３⑴カ及びキ」に

該当する実績を１件

若しくは 

それぞれに該当する

業務を１件ずつ 

－ － 

(b)過去の業務

成績 

・(b)過去の業務成績 

本市が「建築設計・監理業」の業種で発注した業務の

過去３年間の成績評定の平均点を評価 

75 点以上 １ １ 

１ 

⑵ 

保
険

の
加
入
状
況 

保険の加入

状況 

・賠償責任保険の加入状況 

事務所の賠償責任保険の加入の有無が確認できる書類

の写しを添付 

加入あり １ 

１ 

加入なし ０ 

１ 

⑶ 

ア 

総
括
責
任
者 

保有資格 

・保有資格 

「技術提案書作成要領 ３ ⑶」・の３番目に記載の

条件を満たす資格を記載し証明できる書類の写しを添

付 

２個以上取得あり １ 

１ 

１個取得あり ０ 

手持ち業務 
・手持ち業務 

令和５年４月以降も携わる 1 千万円以上（税抜）の設

計業務 

２件未満 １ 

１ 

２件以上 ０ 

CPD 

・ＣＰＤ取得単位数 

「技術提案書作成要領 ３ ⑶」・の５番目に記載の

条件を満たす単位を取得し証明できる書類の写しを添

付 

取得あり １ 

１ 

取得なし ０ 

業務実績 

・業務実績 

「技術提案書作成要領 ３ ⑶」・の６番目に記載の

条件に該当する実績を記載し契約書及び施設の用途、

階数、延べ面積を確認できる書類の写し並びに携わっ

た立場を証明できる書類の写し※及び実施体制証明書

（様式５）を添付 

実績あり １ 

１ 

実績なし ０ 

１ 

⑶ 

イ 

主
任
技
術
者 

保有資格 

・保有資格 

「技術提案書作成要領 ３ ⑶」・の３番目に記載の

条件を満たす資格を記載し証明できる書類の写しを添

付 

２個以上取得あり １ 

１ 

１個取得あり ０ 

手持ち業務 
・手持ち業務 

令和５年４月以降も携わる１千万円以上（税抜）の設

計業務 

２件未満 １ 

１ 

２件以上 ０ 

CPD 

・ＣＰＤ取得単位数 

「技術提案書作成要領 ３ ⑶」・の５番目に記載の

条件を満たす単位を取得し証明できる書類の写しを添

付 

取得あり １ 

１ 

取得なし ０ 

業務実績 

・業務実績 

「技術提案書作成要領 ３ ⑶」・の６番目に記載の

条件に該当する実績を記載し契約書及び施設の用途、

階数、延べ面積を確認できる書類の写し並びに携わっ

た立場を証明できる書類の写し※及び実施体制証明書

（様式５）を添付 

実績あり １ 

１ 

実績なし ０ 

※携わった立場を証明できる書類の写しを提出できない場合は、省略することができます。 合計 10 


